
 
 
 

 

住民税均等割のみ課税世帯に７万円（総額１０万円）及び 
対象世帯の児童１人当たり５万円を支給 

 

松戸市は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰対策として、１２月２２日付けで

閣議決定されました「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（給付金・定額減税

一体支援枠）」を活用し、住民税非課税世帯と同程度の収入でありながら、低所得世帯

支援枠の支援を受けられない「住民税均等割のみ課税世帯」に対して、１世帯当たり

７万円の給付金を支給します。 

なお、松戸市では、住民税均等割のみ課税世帯を対象に、すでに３万円を支給して

おり、今回分と合わせると総額１０万円となります。 

また、当該世帯の世帯員である１８歳以下の児童１人当たり５万円の給付金を加算

支給します。 

         

●対象予定  （１）令和５年１２月１日現在 松戸市に住民登録のある世帯 

 （２）令和５年度 住民税均等割のみ課税世帯 

 （３）上記世帯のうち、当該世帯員に１８歳以下の児童がいる世帯 

  

●支給金額  （１）１世帯当たり７万円（支給済み３万円給付金との合計１０万円） 

 （２）児童１人当たり５万円 

 

●支給方法 現在調整中 

 

●予算額 【歳出】５億２,０８７万３千円（対象世帯 約６,０００世帯） 

 【内訳】 

  〇事業費 ４億６,６５０万円（こども加算分含む） 
  〇事務費 ５,４３７万３千円 

 

松 戸 市 報 道 資 料  
令和５年１２月２８日 

【本件に関する問い合わせ先】 
松戸市臨時特別給付金事務センター（コールセンター）   

☎０１２０－３００－１３１（通話料無料）または 

☎０４７－３９１－４００１（有料） ＦＡＸなし 


